
広島県における障害者差別解消法に基づく『環境整備』の事例（平成30年度）

【環境の整備（法５条関係）】

場面
「その
他」の場
面

障害種別
「その
他」の障
害種別

申出の有無
申出内容

（申出があった場合の
み）

1
保健環境セ
ンター

施設利用
肢体不自
由

無

平成３０年度に，保健環境センター本
館の耐震工事に合わせて，正面玄関
西側の既設スロープについて，車椅子
利用者向けの基準に適合するよう，勾
配を緩和する工事を実施した。

2
県税事務
所

窓口対応 その他 全般 無
プライバシーの配慮に資するため，窓
口カウンターにパーテイションを設置し
た。

3
県税事務
所

窓口対応
聴覚・平
衡機能

無
窓口に筆談用ホワイトボードを設置し
ている。

4
文化芸術
課

イベント・
フォーラ
ム

視覚 無
不特定多数の県民を対象とするイベン
ト（けんみん文化祭ひろしま）の広報用
チラシにおいて音声コードを掲載した。

5
環境政策
課

イベント・
フォーラ
ム

視覚 無
不特定多数の県民を対象とする「環境
の日」のイベントのチラシに音声コード
を掲載した。

6
人権男女
共同参画
課

イベント・
フォーラ
ム

肢体不自
由

無

不特定多数の県民を対象とする
「ヒューマンフェスタひろしま」において
車椅子利用者向けにステージ付近にス
ロープを設置した。

7
商工労働
総務課

会議・研
修

無
障害者差別解消法の理解を深める局
人権研修を実施

8
県立農業
技術大学
校

施設利用
肢体不自
由

無
車椅子利用者向けに校内へスロープを
設置した。

9
都市環境
整備課

施設利用
肢体不自
由

有
歩道に不陸(凹凸)箇所
がある。

不陸箇所を早急に整備し、利用者に安
全に歩行して頂ける様に対応した。

環境整備の内容

障害者本人からの環境整備の申出

所属

どのような場面で どのような障害をお持ちの方に
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10
都市環境
整備課

施設利用
肢体不自
由

有
プール利用の際に車イ
スでプールサイドまで
行きたい。

プール室内用の車イスを貸し出しし、
プール内スロープまで車イス利用出来
るようにした。

11
都市環境
整備課

施設利用 視覚 有
点字ブロックが経年劣
化した所がある。

点字ブロックの経年劣化箇所をセメント
等で補修を行った。

12 図書館
会議・研
修

視覚 無
「サピエ図書館」を利用した視覚障害者
等サービスについて，尾道市立中央図
書館にて研修を実施。

13 図書館
会議・研
修

視覚 無
「サピエ図書館」を利用した視覚障害者
等サービスについて，三次市立図書館
にて研修を実施。

14
広島南警
察署

施設利用
肢体不自
由

無

・広島南警察署の交通課窓口出入口
に身体障害者用駐車枠及び身体障害
者用トイレを設置
・広島南警察署本庁舎１階窓口（会計
課前）に購入
・広島南警察署の交通窓口出入口にス
ロープを設置した。

15
安佐北警
察署

施設利用
肢体不自
由

無
和式トイレのみの設置であったが，安
佐北警察署の一部のトイレにウォシュ
レット機能付き洋式トイレを設置した。

16 呉警察署 施設利用
肢体不自
由

無
呉警察署正面出入口階段（２段）に手
すりを設置した。

17
庄原警察
署

施設利用
肢体不自
由

無

東城交番の改修工事
・洋式トイレの設置
・運転免許更新講習で使用する会議室
へ至る階段に手すりを設置

18
人材育成
課

窓口対応
聴覚・平
衡機能

無
警察職員に対する手話講習を実施し
た。



【環境の整備（法５条関係）】

場面
「その
他」の場
面

障害種別
「その
他」の障
害種別

申出の有無
申出内容

（申出があった場合の
み）

環境整備の内容

障害者本人からの環境整備の申出

所属

どのような場面で どのような障害をお持ちの方に

19
人材育成
課

窓口対応
聴覚・平
衡機能

無
手話講習修了者の能力維持向上を目
的として，手話のブラッシュアップ講習
を実施した。

20
人材育成
課

窓口対応
聴覚・平
衡機能

有

しょうぶ園見学希望の方か
ら、肢体が不自由な為、車
で出来るだけ近くまで行き
たい旨の申出

窓口対応において聴覚障害者の方の
要望等を円滑できるよう「コミュニケー
ションボード」を作成した。


